
「（仮称）札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」検討懇談会 

（第２回） 

 

日時：平成 20 年６月２日（月） 14：00～ 

場所：札幌市役所本庁舎 12 階１号会議室（中央区北１条西２丁目） 

 

次   第 

 

 

○ 開会 

 

１ 委員の変更について 

 

２ 検討テーマに関する意見交換 

 

 

○ 連絡事項 

○ 閉会 
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（五十音順・敬称略） 
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 条 例 検 討 フ ロ ー  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 札幌市が条例に対する安全で安心なまちづくりの実現に向けた大まかなポイントを検討テーマとして提示する。 

② 札幌市が提示したテーマに対しては、各委員の識見や経験に基づき、自由闊達な意見を交換していただく。 

③ 各委員の意見や考え方を体系的に整理したものが意見書であり、本懇談会の最終的な成果物である。札幌市では、この意見書を踏まえて、

条文案を組み立てていく。 

札 幌 市 懇 談 会 

 

検討テーマ 

作 成 

提 示 

テーマに沿った意見交換 

検 討 

意見書 
上記で出された意見を体系的に整理したもの 

※ 素案は、事務局が作成 

作 成 

提 出 
 

条例（素案） 

作 成 

➁
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安 全 に 安 心 し て 暮 ら す こ と が で き る 犯 罪 の な い ま ち の 実 現 に 向 け た 検 討 テ ー マ 整 理 表 

 

検討テーマ 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

ご意見（メモ欄） 

以下のテーマについて、委員の皆様方のこれまでのご経

験などを踏まえたご意見を伺います。 

 

○ 安全で安心な地域社会の実現に向けては、行政や関係機関の力だ

けで実現することは困難です。 

こうした社会を実現するためには、市民一人ひとりや事業者の皆

さんが、それぞれ日常的な取組から地域ぐるみの活動まで、お互

いに力を合わせて進めて行くことが大切だと考えます。 

安全で安心なまちづくりを進めるうえで市民や事業者の皆さん

にできること、また、地域ぐるみの活動としてできることには、

どのようなものがあるでしょうか。 

 

○ 地域防犯活動は、安全で安心な地域社会をつくるうえで大切な取

組にもかかわらず、常に「監視社会化」、「プライバシーの侵害」

などの問題と向き合っています。 

安全で安心なまちづくりを進めるうえで大切にしなければなら

ない「心がまえ」には、どのようなものがあるでしょうか。 

 

○ 安全で安心なまちづくりを進めるうえで札幌市に求めることと

して、具体的にどのようなものがあるでしょうか。 

また、それらの取組がより効果的に行われるためにどのようなこ

とが必要になるでしょうか。 

 

○ 安全で安心な地域社会を実現するには、犯罪を防ぐとともに、不

幸にして犯罪の被害者となった人々への支援も必要です。 

札幌市は、市民生活に最も身近な行政機関として、国や北海道な

どの関係機関と連携し、適切な役割分担を踏まえながら、必要な

支援を行いたいと考えています。 

犯罪被害者等支援に関して札幌市に求めることとして、どのよう

なものがあるでしょうか。→３回目懇談会で意見交換 
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